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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電波の送信機と電波の受信機で構成される対向設置型電波センサーにおいて、
前記送信機と前記受信機にそれぞれ、取付板とセンサーユニットを備え、
前記送信機、または前記受信機、あるいはその両方に第１の高さ調整用取付板を備え、
前記取付板に第１のガイド穴を設け、
ネジ２３を前記取付板の第１のガイド穴に挿入し、前記第１の高さ調整用取付板に設けた
穴に締め込むことにより、
高さ調整機構を構成し、
前記取付板と前記第１の高さ調整用取付板の間にバネを設け、
前記バネは、縮まって前記取付板と前記第１の高さ調整用取付板に弾性力がかかる大きさ
のものとし、
前記バネの中に前記ネジ２３を挿入する構成の電波センサー。
【請求項２】
前記取付板の第１のガイド穴にスペーサーを挿入し、前記スペーサーに前記ネジ２３を挿
入し、
前記スペーサーは第１のガイド穴の内側に配置し、
前記ネジ２３の頭部と前記第１の高さ調整用取付板の間隔を一定に保てるようにした請求
項１に記載の電波センサー。
【請求項３】
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前記第１のガイド穴はハイトパターンピッチＰの半分以上の長さとする請求項１または２
に記載の電波センサー。
【請求項４】
前記電波センサーの固定強化のための第２の高さ調整用取付板を備え、
前記取付板に第２のガイド穴を設け、
前記センサーユニットを前記取付板に固定した状態で、
ネジ２４を第２のガイド穴に挿入し、前記第２の高さ調整用取付板に設けた穴に前記セン
サーユニットに設けた穴から工具を挿入して締め込み、固定することができる請求項１か
ら３のいずれか一項に記載の電波センサー。
【請求項５】
前記センサーユニットにアンテナを備え、前記アンテナは上下と左右の角度を調整するこ
とができる請求項１から４のいずれか一項に記載の電波センサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電波を送信する送信機と電波を受信する受信機とで構成される電波センサーに
関するものであり、特に電波の受信レベルを調整するための構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来の防犯用として侵入者を検出する目的で使用される電波センサーには、送信機と受信
機を、警戒区間を隔てて対向して設置する形態のものがある。警戒区間を人間（侵入者）
が通過すると、受信中の電波の一部が遮断されて受信信号が小さくなることを利用し、検
知信号を出力するものである。
【０００３】
この種の電波センサーは、送信機と受信機は同形状であり、それぞれ図５で示すようにセ
ンサーユニット２１０と取付板２２０で構成されている。取付板２２０は、図５や特許文
献１のようにＵ字金具２４０を使用し、ポール２３０に取り付けたり、また、壁面には穴
を開けて取り付けたりする。その後、センサーユニット２１０を取付板２２０に固定する
というものである。
【０００４】
電波センサーを使用するにあたり、十分な性能を発揮するためには、送信機と受信機のア
ンテナ同士を正しく対向させる必要があり、アンテナ同士を正しく対向させていないと十
分な電波の受信レベルを得られない。その場合、草や樹木などが風に吹かれて揺れるなど
の小さな動きを検知する誤動作が起こったり、検知エリアが広くなって警戒したい区域以
外の周辺の人や車、樹木などの動きを検知する誤動作が起こったりする。
【０００５】
そのため、方向が目視によって判別できるように特許文献２に記載されているような照準
装置を備えているのが一般的である。また、方向の微調整のために、受信機側で電波の受
信レベルに応じた電気出力を取り出し、これをテスターなどにより読み取って調整したり
、受信機本体に備えられた電波の受信レベルに応じた出力を表示するレベルメータ、ＬＥ
Ｄ、ブザー等の表示手段を用いて調整したりしている。
【０００６】
電波センサーは、図６に示すように、送信機２０１から受信機２０２に向けて電波を送信
して運用する。直接波ａと地面で反射した反射波ｂが存在するため、図７に示すように、
設置高さにより、電波の受信レベルの強弱（ハイトパターン）が生じる。
【０００７】
ハイトパターンの影響により、電波の受信レベルの調整は、アンテナ２１１の向きを上下
角度と左右角度を変更して調整するだけでは不十分である。電波の受信レベルが十分でな
い場合、草や樹木などが風に吹かれて揺れるなどの小さな動きを検知する誤動作が起こっ
たり、検知エリアが広くなって警戒したい区域以外の周辺の人や車、樹木などの動きを検
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知する誤動作が起こったりする。
このため、設置高さを変更して電波の受信レベルの調整をする必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】公開実用平成１-１７１３８９号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５１７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、設置高さを変更して電波の受信レベルを調整するためには、ネジ２１３を
緩めてセンサーユニット２１０を取付板２２０から取り外し、 ネジ２２２を緩めて取付
板２２０をポールから取り外した後、センサーユニット２１０を取付板２２０に取り付け
て高さ方向の位置変更を行い電波の受信レベルを調整し、再びセンサーユニット２１０を
取付板２２０から取り外し、ネジ２２２を締めて取付板２２０をポールに固定した後、セ
ンサーユニット２１０を取付板２２０に取り付けるという作業を繰り返す必要があり、作
業量が多くなる。また、設置高さ変更後に取付板の左右角度がずれる場合があるので、電
波の受信レベルが変動してしまい、左右角度の再調整が必要になることがある。
【００１０】
壁面取付の場合は、ポール取付の場合に加えて、取付板２２０の高さ変更のために壁面に
取付板２２０を固定するための穴を追加して開ける必要があり、手間が増える。さらに、
電波センサー設置後に最初に開けた穴が取付板からはみ出て、見た目が悪くなる場合もあ
る。
【００１１】
そこで本発明は、アンテナの上下角度と左右角度の調整だけでなく、高さ調整も容易にで
きる電波センサーを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題を解決するために、本発明の電波センサーは、送信機と受信機にそれぞれ、取付
板とセンサーユニットを備え、
前記送信機、または前記受信機、あるいはその両方に第１の高さ調整用取付板を備え、
前記取付板に第１のガイド穴を設け、
ネジを前記取付板の第１のガイド穴に挿入し、前記第１の高さ調整用取付板に設けた穴に
締め込むことにより、高さ調整機構を構成する。
【００１３】
前記取付板と前記第１の高さ調整用取付板の間には、バネを設け、前記バネの中に前記ネ
ジを挿入する。
また、前記取付板の第１のガイド穴にスペーサーを挿入し、前記スペーサーに前記ネジを
挿入し、前記ネジの頭部と前記第１の高さ調整用取付板の間隔を一定に保てるようにする
。
【００１４】
さらに、前記取付板の下部に第２のガイド穴を設け、ネジを第２のガイド穴に挿入し、取
り付けの固定を強化できる第２の高さ調整用取付板を備える。
前記第１の高さ調整用取付板と前記第２の高さ調整用取付板は、一体化して運用してもよ
い。
【発明の効果】
【００１５】
本発明の電波センサーによれば、何度も行っていた取付板を外して固定し直す行為や、セ
ンサーユニットを外して固定し直す行為が不要となり、センサーユニットを取付板に固定
し、ポールまたは壁面に取り付けた状態で高さ方向の調整ができる。そのため、高さ調整
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が容易に行え、十分な電波の受信レベルに調整でき、設置時間と調整時間を短縮できる。
【００１６】
また、十分な電波の受信レベルに調整したことにより、電波の受信レベルが十分でないと
きに起こっていた誤動作が低減できる。さらに、壁面取付の場合、調整時に追加で穴を開
ける必要が無く、作業が減り、また、開けた穴が取付板からはみ出て見た目が悪くなると
いうことがないため、美観が向上される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の電波センサーの実施形態を示した図である。
【図２】本発明の取付板を第１の高さ調整用取付板に固定した時のネジ周辺の断面図であ
る。
【図３】本発明の第１の高さ調整用取付板と第２の高さ調整用取付板をポールに取り付け
た状態の図である。
【図４】本発明の電波センサーをポールに取り付けた状態の図である。
【図５】従来の電波センサーを示した図である。
【図６】電波センサーの運用図である。
【図７】ハイトパターンの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
図１は本発明の電波センサーの実施形態を示した図である。電波センサーの送信機と受信
機は同形状であり、それぞれ、センサーユニット１、取付板２、第１の高さ調整用取付板
３、第２の高さ調整用取付板４で構成されている。
【００１９】
センサーユニット１は、アンテナ１１を備え、上部の背面に取付板２の上部に引っ掛ける
ことのできる爪部１２を形成し、下部に取付板２を高さ調整用取付板４に固定するときに
使用する長穴１４と、取付板２への固定用穴１３を開けている。
【００２０】
取付板２は、高さ調整の第１のガイド穴２１と第２のガイド穴２２を形成し、さらに第１
の高さ調整用取付板３への固定作業用穴２５と、第２の高さ調整用取付板４への固定作業
用穴２６を開けており、下部にセンサーユニット１を取付板２へ固定するときに使用する
ネジ穴２７を備えている。第１のガイド穴２１と第２のガイド穴２２はハイトパターンピ
ッチＰの半分以上の長さとする。
【００２１】
第１の高さ調整用取付板３は、壁面やポールへの固定用穴３１を開け、取付板２を固定す
るときに使用するネジ穴３２と、取付板２の固定を安定させるための突起部３３を備えて
いる。
第２の高さ調整用取付板４は、第１の高さ調整用取付板３と同様に、固定用穴４１とネジ
穴４２と取付板２の固定を安定させるための突起部４３を備えている。
【００２２】
センサーユニット１を取付板２に固定する方法を説明する。
爪部１２を取付板２の上部に引っ掛け、ネジ１５を固定用穴１３に挿入後、ネジ穴２７に
締め込み、センサーユニット１と取付板２の下部を固定する。
【００２３】
取付板２を第１の高さ調整用取付板３に固定する方法を説明する。
ネジ２３を第１のガイド穴２１、スペーサー６及びバネ５に挿入し、ネジ穴３２に締め込
み固定する。
【００２４】
図２は取付板２を第１の高さ調整用取付板３に固定した時のネジ２３周辺の断面図であり
、図１において上から見た断面図である。
スペーサー６は第１のガイド穴２１とバネ５の内側に配置する。ネジ２３をネジ穴３２に



(5) JP 6548047 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

締め込むことにより、ネジ２３とスペーサー６と第１の高さ調整用取付板３は固定され、
一体化し、取付板２は図２のｘ軸方向に動くことができる構造となる。
【００２５】
バネ５は縮まって取付板２と第１の高さ調整用取付板３に弾性力がかかる大きさのものに
することにより、取付板２がネジ２３のネジ頭に押さえつけられ、取付板２と第１の高さ
調整用取付板３は固定される。
【００２６】
次に電波センサーをポールに取り付けた場合の実際の運用の流れを説明する。
まず、取付板２を第１の高さ調整用取付板３と第２の高さ調整用取付板４に固定する。
第１の高さ調整用取付板３へは、前述のとおりの固定方法で固定する。
第２の高さ調整用取付板４へは、ネジ２４を第２のガイド穴２２に挿入し、ネジ穴３２に
締め込むが、最後まで締め込むのではなく、緩い目に締め込み、第２のガイド穴２４に沿
って動かせるようにしておく。
【００２７】
次に図１で示すように、Ｕ字型金具１１０、１２０を使用し、ネジ３４を固定用穴３１に
、ネジ４４を固定用穴４１に挿入後、ネジ穴１１１、１２１にそれぞれ締め込むことで、
第１の高さ調整用取付板３と第２の高さ調整用取付板４をポール１００に固定する。図３
は第１の高さ調整用取付板３と第２の高さ調整用取付板４をポールに取り付けた状態の図
である。実際は取付板２を第１の高さ調整用取付板３と第２の高さ調整用取付板４に固定
した状態となるが、図３では取付板２を描いていない。
ネジ３４、ネジ４４を締め込むときは、固定作業用穴２５、２６にドライバーなどの工具
を挿入して作業することができる。
【００２８】
センサーユニット１を前述の方法で取付板２に固定すると図４の状態となり、センサーユ
ニット１と取付板２は一体化する。ただし、図４の状態では、取付板２、第１の高さ調整
板３、第２の高さ調整板４、Ｕ字金具１１０、１２０は隠れて見えない状態となっている
。
【００２９】
取付板２は図２の構造でバネ５の弾性力によるネジ２３のネジ頭との接触面にかかる摩擦
力で固定されているが、その摩擦力より強い力をかけることで上下方向（ｙ方向）に動か
すことができ、センサーユニット１もいっしょに上下方向（ｙ方向）に動くことになる。
また、バネ５を縮めることで、取付板２とネジ２３のネジ頭との接触面が減り、摩擦力は
小さくなり、小さい力で上下方向（ｙ方向）に動かすことができる。
さらに、突起部３３、４３があることで、取付板２と第１の高さ調整用取付板３、第２の
高さ調整用取付板４との間隔を保つことができるため、ぐらつかず、安定して上下方向（
ｙ方向）に動かすことができる。
【００３０】
図４の状態で従来技術と同様にアンテナ１１の上下と左右の角度を調整した後、一体化し
たセンサーユニット１と取付板２をポールに取り付けたまま上下方向に動かして、電波の
受信レベルが大きくなる高さを見つけ、最後にネジ２４を締めつけることで取付板２と第
２の高さ調整用取付板が固定され、センサーユニット１がポール１００に固定され、電波
センサーの設置が完了となる。ネジ２４を締め込むときは、穴１４にドライバーなどの工
具を挿入して作業することができる。
【００３１】
第１のガイド穴２１と第２のガイド穴２２はハイトパターンピッチＰの半分以上の長さと
しているため、必ず電波の受信レベルが高くなる位置に電波センサーを設置することがで
きる。
【００３２】
通常、電波センサーは電波の受信レベル調整後、警戒区間を警戒するときは電波センサー
全体をカバーで覆って使用され、いたずら防止として、カバーの開閉を検出するスイッチ
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を備えており、警戒中にいたずらなどでカバーを開けられた時に検知信号を出力する機能
を備えている。
取付板２を固定しているネジ２４はカバーを開けないと緩めることができず、必然的にカ
バーを開けないと電波センサーの固定を解除することができない。そのため、いたずらな
どで電波センサーの位置を変更しようとしても、いたずらされる前に検知信号で知らせる
ことができ、防犯性の高い構造となっている。
【００３３】
本実施形態において、第１の高さ調整用取付板と第２の高さ調整用取付板は独立している
が、一体化してもよい。
また、実施形態として、ポールに取り付けた場合について説明したが、壁面に取り付ける
場合は、図１のネジ穴１１１、１２１に当たるネジ穴を壁面に開け、第１の高さ調整用取
付板と第２の高さ調整用取付板を壁面に取り付けても、同様の性能を発揮できる。
さらに、取付板２を上下に動かした際、第１のガイド穴２１にバネ５の先端が入り込んで
しまわないように、バネ５と取付板２の間にワッシャを入れてもよい。
【００３４】
以上、本発明の実施形態を説明したが、上述の実施形態は例として提示したものであり、
発明の範囲は、これに限定するものではなく、その他の様々な形態で実施されることが可
能であり、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲に含まれるものであ
る。
【符号の説明】
【００３５】
１　センサーユニット
２　取付板
３　第１の高さ調整用取付板
４　第２の高さ調整用取付板
５　バネ
６　スペーサー
１１　アンテナ
１２　爪部
１３　固定用穴
１４　長穴
１５　ネジ
２１　第１のガイド穴
２２　第２のガイド穴
２３　ネジ
２４　ネジ
２５　固定作業用穴
２６　固定作業用穴
２７　ネジ穴
３１　固定用穴
３２　ネジ穴
３３　突起部
３４　ネジ
４１　固定用穴
４２　ネジ穴
４３　突起部
４４　ネジ
１００　ポール
１１０　Ｕ字型金具
１１１　ネジ穴
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１２０　Ｕ字型金具
１２１　ネジ穴
２０１　送信機
２０２　受信機
２１０　センサーユニット
２１１　アンテナ　
２１３　ネジ
２２０　取付板
２２２　ネジ
２３０　ポール
２４０　Ｕ字型金具
　

【図１】 【図２】
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